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(57)【要約】
【課題】  一般の通信回線（インターネット網を含む）
を介して、複数の医療機関と新たな医療支援サービス機
関であるメディカル・アプリケーション・サービス・プ
ロバイダとを接続して、医療に関する種々のサービスを
提供する。
【解決手段】  通信回線３を介して接続されるメディカ
ル・アプリケーション・サービス・プロバイダ（ＭＡＳ
Ｐ）２と医療機関４の端末装置4-1～4-4間で医療情報を
送受するためのシステムであって、ＭＡＳＰは、医療機
関の端末装置からの依頼に応じて医療データの処理を実
行し、その処理結果を医療機関の端末装置に返送する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  通信回線を介して接続されるメディカル
・アプリケーション・サービス・プロバイダ（ＭＡＳ
Ｐ）と医療機関の端末装置間で医療情報を送受するため
のシステムであって、メディカル・アプリケーション・
サービス・プロバイダ（ＭＡＳＰ）は、医療機関の端末
装置からの依頼に応じて医療データの処理を実行し、そ
の処理結果を医療機関の端末装置に返送することを特徴
とする医療支援システム。
【請求項２】  医療機関の端末装置からの医療データ
は、当該医療機関の患者が携帯するホルター心電図から
のバッチデータ検出信号であることを特徴とする請求項
１に記載の医療支援システム。
【請求項３】  医療機関の端末装置からの医療データ
は、当該医療機関に設置されたセンサで検出された患者
のリアルタイム検出信号であることを特徴とする請求項
１に記載の医療支援システム。
【請求項４】  医療機関の端末からの医療データは、当
該医療機関に設置された装置で検出された医療用画像処
理データに関する検出信号であることを特徴とする請求
項１に記載の医療支援システム。
【請求項５】  アプリケーションのサービス方式は、メ
ディカル・アプリケーション・サービス・プロバイダに
よりアプリケーションを前記医療機関端末装置におい
て、ダウンロードおよび実行させる方式であることを特
徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の医療支援
システム。
【請求項６】  前記検出信号は、メディカル・アプリケ
ーション・サービス・プロバイダにて処理、解析あるい
は保存管理され、その処理料金、解析料金あるいは保存
管理料金が前記医療機関に請求されることを特徴とする
請求項２～５のいずれか１項に記載の医療支援システ
ム。
【請求項７】  前記リアルタイム検出信号は、心電図測
定信号であることを特徴とする請求項３記載の医療支援
システム。
【請求項８】  前記心電図測定信号から少なくとも、不
整脈解析、心拍変動解析、周波数解析のうちいずれか１
つを実行することを特徴とする請求項７記載の医療支援
システム。
【請求項９】  前記リアルタイムで変化するセンサから
の検出信号は、超音波測定信号であることを特徴とする
請求項３記載の医療支援システム。
【請求項１０】  前記超音波測定信号から三次元画像処
理を行って、心臓容積解析又は心拍出量解析が実行され
ることを特徴とする請求項９記載の医療支援システム。
【請求項１１】  前記リアルタイムで変化するセンサか
らの検出信号は、脳波信号、呼吸関連信号、筋電図信
号、体温、血圧及び血液検査の内の少なくとも１つのデ
ータであることを特徴とする請求項３記載の医療支援シ
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ステム。
【請求項１２】  前記メディカル・アプリケーション・
サービス・プロバイダで解析された解析結果が電子カル
テにファイリングされてデータサーバに保存されること
を特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の医
療支援システム。
【請求項１３】  通信回線を介して接続されるメディカ
ル・アプリケーション・サービス・プロバイダと医療機
関の端末装置間で医療情報を送受するためのシステムで
あって、メディカル・アプリケーション・サービス・プ
ロバイダは、医療機関の端末装置からの医師の依頼に応
じて電子カルテを作成し、その電子カルテを端末装置に
返送すると共にデータサーバに保存することを特徴とす
る医療支援システム。
【請求項１４】  通信回線を介して接続されるメディカ
ル・アプリケーション・サービス・プロバイダと医療機
関の端末装置間で医療情報を送受するためのシステムで
あって、メディカル・アプリケーション・サービス・プ
ロバイダは、医療機関の端末装置からの依頼に応じて、
当該医療機関の患者毎の運動療法、食事療法又は栄養指
導のメニューを作成し、作成されたメニューを端末装置
に返送すると共にデータサーバに保存することを特徴と
する医療支援システム。
【請求項１５】  通信回線を介して接続されるメディカ
ル・アプリケーション・サービス・プロバイダと遠隔地
の医療機関の端末装置及び又は患者の自宅の端末装置間
で医療情報を送受するためのシステムであって、メディ
カル・アプリケーション・サービス・プロバイダは、遠
隔地の医療機関及び又は患者の自宅の端末装置に対し
て、医師の指導の基に、患者毎の運動療法、食事療法又
は栄養指導のメニューを作成し、作成されたメニューを
当該端末装置に返送すると共にデータサーバに保存する
ことを特徴とする医療支援システム。
【請求項１６】  通信回線を介して接続されるメディカ
ル・アプリケーション・サービス・プロバイダと医療機
関の端末装置間で医療情報を送受するためのシステムで
あって、メディカル・アプリケーション・サービス・プ
ロバイダは、医療機関内の個々の患者及び／又は複数の
患者の診療、検査、投薬等のスケジュールを作成し、作
成されたメニューを当該端末装置に返送すると共にデー
タサーバに保存することを特徴とする医療支援システ
ム。
【請求項１７】  通信回線を介して接続されるメディカ
ル・アプリケーション・サービス・プロバイダと医療機
関の端末装置間で医療情報を送受するためのシステムで
あって、メディカル・アプリケーション・サービス・プ
ロバイダは、医療機関における生理検査システムあるい
は電子カルテシステムの情報と医療用品あるいは薬剤の
消費情報との相関を分析して、医療用品あるいは薬剤の
在庫を管理維持することを特徴とする医療支援システ
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ム。
【請求項１８】  通信回線を介して接続されるメディカ
ル・アプリケーション・サービス・プロバイダと医療機
関の端末装置間で医療用品の受発注情報を送受するため
のシステムであって、メディカル・アプリケーション・
サービス・プロバイダは、医療機関の端末装置からの医
療用品の発注に応じて、当該医療用品の在庫の有無の判
断に基づいて、当該医療用品の受注を確認するデータを
当該医療機関の端末装置に送信することを特徴とする医
療支援システム。
【請求項１９】  前記医療用品の発送・納品に際して、
医療用品毎にその製造時期、ロット番号、個別の製造番
号等をデータサーバに保存し、管理することを特徴とす
る請求項１８記載の医療支援サービス。
【請求項２０】  前記メディカル・アプリケーション・
サービス・プロバイダには、発注された医療用品の数量
または納期等に応じた価格設定機能が付加されているこ
とを特徴とする請求項１８又は１９に記載の医療支援シ
ステム。
【請求項２１】  通信回線を介して接続されるメディカ
ル・アプリケーション・サービス・プロバイダと営業所
の端末装置間で医療用品の受発注情報を送受するための
システムであって、メディカル・アプリケーション・サ
ービス・プロバイダは、営業所の端末装置からの医療用
品の発注に応じて、当該医療用品の在庫の有無の判断に
基づいて、当該医療用品の受注を確認するデータを当該
医療機関の端末装置に送信することを特徴とする医療支
援システム。
【請求項２２】  通信回線を介して接続されるメディカ
ル・アプリケーション・サービス・プロバイダと他の販
売会社の端末装置間で医療用品の受発注情報を送受する
ためのシステムであって、メディカル・アプリケーショ
ン・サービス・プロバイダは、他の系列の販売会社の端
末装置からの医療用品の発注に応じて、当該医療用品の
在庫の有無の判断に基づいて、当該医療用品の受注を確
認するデータを当該他の系列の販売会社の端末装置に送
信することを特徴とする医療支援システム。
【請求項２３】  前記メディカル・アプリケーション・
サービス・プロバイダには、発注された医療用品の数量
または納期等に応じた独自の価格設定機能が付加されて
いることを特徴とする請求項２１又は２２に記載の医療
支援システム。
【請求項２４】  通信回線を介して接続されるメディカ
ル・アプリケーション・サービス・プロバイダと医療機
関の端末装置間で医療用品の受発注情報を送受するため
のシステムであって、メディカル・アプリケーション・
サービス・プロバイダは、医療機関の端末装置からの医
療用品毎のユーザとしての意見を収集することを特徴と
する医療支援システム。
【請求項２５】  通信回線を介して接続されるメディカ
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ル・アプリケーション・サービス・プロバイダと医療機
関の端末装置間で医療用品の受発注情報を送受するため
のシステムであって、メディカル・アプリケーション・
サービス・プロバイダは、医療用品毎あるいは薬剤毎の
使用上の注意あるいは処方上の注意等を対応医療用品あ
るいは薬剤の納品先の医療機関の端末装置に通知するこ
とを特徴とする医療支援システム。
【請求項２６】  通信回線を介して接続されるメディカ
ル・アプリケーション・サービス・プロバイダと医療機
関の端末装置間で医療情報を送受するためのシステムで
あって、メディカル・アプリケーション・サービス・プ
ロバイダは、医療機関の端末装置からの依頼に応じて、
生理検査支援システム及び診療支援システムに関する当
該医療機関の使用料金を、患者毎、検査対象毎、医療機
関の診療科目毎、医療機関毎の合計等に区分して、日、
月、年毎に計算されたデータ及び、それらのデータを円
グラフ又は棒グラフ等に見やすく処理して送付して当該
医療機関の経営管理の支援を行うことを特徴とする医療
支援システム。
【請求項２７】  通信回線を介して接続されるメディカ
ル・アプリケーション・サービス・プロバイダと医療機
関の端末装置間で医療情報を送受するためのシステムで
あって、メディカル・アプリケーション・サービス・プ
ロバイダは、データサーバの電子カルテ情報を解析する
とによって、特定の地域に集中する病状の分布状況を把
握したり、その病状の期間毎に縮小または拡大していく
状態を統計処理を行うことを特徴とする医療支援システ
ム。
【請求項２８】  前記メディカル・アプリケーション・
サービス・プロバイダ、データサーバ、及び端末装置に
は固有のアドレスが付与されていることを特徴とする請
求項１～２７のいずれか１項に記載の医療支援システ
ム。
【請求項２９】前記医療機関において、さらに専用サー
バを有し、複数の医療用システムのうち少なくとも１つ
を前記専用サーバから医療機関端末装置へ提供して、ア
プリケーション・サービスを行うことを特徴とする請求
項１～２８のいずれか１項に記載の医療支援システム。
【請求項３０】  前記メディカル・アプリケーション・
サービス・プロバイダがその担当する地域毎に複数個設
けられることを特徴とする請求項１～２９のいずれか１
項に記載の医療支援システム。
【請求項３１】  前記メディカル・アプリケーション・
サービス・プロバイダがその担当するサービスの種類毎
に複数個設けられることを特徴とする請求項１～２９の
いずれか１項に記載の医療支援システム。
【請求項３２】  前記メディカル・アプリケーション・
サービス・プロバイダの少なくとも１つと前記データサ
ーバが共用されることを特徴とする請求項１～３１のい
ずれか１項に記載の医療支援システム。
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【請求項３３】  前記通信回線を介して送受される医療
情報は暗号化処理が施されていることを特徴とする請求
項１～３２のいずれか１項に記載の医療支援システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、医療サービスの向
上を図るための医療支援システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、医療分野に対するコンピュータ技
術の適用が進められている。その適用の仕方としては、
コンピュータによる高度な情報処理技術によって新しい
機能が付加されたＭＥのような検査機器や、医療機関に
データ処理用にコンピュータを導入して、個々の患者の
受付から診察、投薬の履歴や診療報酬の計算等のデータ
処理を行うようなものがある。これら従来のコンピュー
タ技術医療機関における利用は、個々の検査機器におけ
るものか、一つ又は同系列の複数の医療機関内における
医療データの処理であって、ネットワークを利用して病
院とそれ以外の部署との間における情報処理技術の利用
は行われてはいなかった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】従来のコンピュータの
利用は、上記の如く、個々の検査機器内における利用
や、医療機関内（場合によっては系列の複数の医療機
関）で構成される小規模のネットワークであったのを、
一般の通信回線（インターネット網を含む）あるいは専
用線を介して、複数の医療機関と新たな医療支援サービ
ス機関であるメディカル・アプリケーション・サービス
・プロバイダ（以下、ＭＡＳＰサーバという。）とを接
続して、医療に関する種々のサービスを提供することに
ある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、通信回線を介して接続されるＭＡＳＰと医療機関の
端末装置間で医療情報を送受するためのシステムであっ
て、ＭＡＳＰは、医療機関の端末装置からの依頼に応じ
て医療データの処理を実行し、その処理結果を医療機関
の端末装置に返送する。（請求項１）
【０００５】また、医療機関の端末装置からの解析を依
頼する医療データは、当該医療機関の患者が常に携帯し
ているホルター心電図のデータを何等かの装置で定期的
に読み出したバッチデータ検出信号とする。（請求項
２）
【０００６】また、医療機関の端末装置からの解析を依
頼する医療データは、当該医療機関にいる患者に取付け
られたセンサで検出された検査項目毎の患者のリアルタ
イム検出信号とする。（請求項３）
また、医療機関の端末からの医療データは、当該医療機
関に設置された装置で検出された医療用画像処理データ
とすることによって、画像データとして送信することが
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できる。（請求項４）
また、アプリケーションのサービス方式は、メディカル
・アプリケーション・サービス・プロバイダによりアプ
リケーションを前記医療機関端末装置において、ダウン
ロードおよび実行させることによって、医療機関端末装
置におけるアプリケーションの実行を容易に行うことが
できる。（請求項５）
【０００７】また、依頼された生理検査の検出データ
は、ＭＡＳＰにて処理、解析あるいは保存管理され、そ
の処理料金、解析料金あるいは保存管理料金が処理・解
析・保存管理された項目・量毎に、前記医療機関に請求
されるので、医療機関では、巨額の設備投資を必要とす
る検査装置の導入なしに、患者に取付けるセンサ部分、
専用端末のみの小さい投資で、最先端の検査装置を導入
したのと同じ効果が得られる。（請求項６）
【０００８】また、患者に取付けて検出されるリアルタ
イム検出信号としては、心電図測定信号とすることによ
って、この生理検査支援システムの長所を活かすことが
できる。（請求項７）
【０００９】また、前記心電図測定信号をＭＡＳＰにお
いて、不整脈解析、心拍変動解析、周波数解析等するに
際して、最先端の解析のソフトウエアを用いて、それぞ
れの患者の状況にあった、判断を医師等が行なうことが
できる。（請求項８）
【００１０】また、患者に取付けて検出されるリアルタ
イム検出信号としては、超音波検査信号とすることによ
って、この場合にも、生理検査支援システムの長所を活
かすことができる。（請求項９）
【００１１】また、心臓に対する超音波検査信号をＭＡ
ＳＰにおいて、前記超音波測定信号から三次元画像処理
を行って、心臓容積解析又は心拍出量解析をするに際し
て、最先端の解析のソフトウエアを用いて、それぞれの
患者の状況にあった、判断を医師等が行なうことができ
る。（請求項１０）
【００１２】また、患者に取付けて検出されるリアルタ
イム検出信号としては、脳波信号、呼吸関連信号、筋電
図信号、体温、血圧及び血液検査の内の少なくとも１つ
のデータとする場合にも、生理検査支援システムの長所
を活かすことができる。（請求項１１）
【００１３】前記ＭＡＳＰで解析された解析結果が電子
カルテにファイリングされてデータサーバに保存するこ
とによって、膨大な情報量である検査結果を電子化する
ことによってその扱いを容易にでき、かつ、その保存に
際してはデータ圧縮等の処理を施して、容易に電子ファ
イルにファイリングでき、後の利用に役立てることが可
能になる。（請求項１２）
【００１４】また、通信回線を介して接続されるＭＡＳ
Ｐと医療機関の端末装置間で医療情報を送受するための
システムであって、前記ＭＡＳＰは、医療機関の端末装
置からの医師の依頼に応じて電子カルテを作成し、その
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7
電子カルテを端末装置に返送すると共にデータサーバに
保存することによって、上記の如き生理検査データのフ
ァイリングに適したものにできると共に、カルテの記載
内容の追加や検査データのファイリングやカルテの移動
を容易にすることができる。（請求項１３）
【００１５】また、通信回線を介して接続されるＭＡＳ
Ｐと医療機関の端末装置間で医療情報を送受するための
システムであって、前記ＭＡＳＰは、医療機関の端末装
置からの依頼に応じて、当該医療機関の患者毎の運動療
法、食事療法又は栄養指導のメニューを作成し、作成さ
れたメニューを端末装置に返送すると共にデータサーバ
に保存するようにして、患者毎に、医療機関の看護婦や
栄養士が行っていた業務を軽減することが可能になる。
（請求項１４）
【００１６】また、通信回線を介して接続されるＭＡＳ
Ｐと遠隔地の医療機関の端末装置及び又は患者の自宅の
端末装置間で医療情報を送受するためのシステムであっ
て、前記ＭＡＳＰは、遠隔地の医療機関及び又は患者の
自宅の端末装置に対して、医師の指導の基に、患者毎の
運動療法、食事療法又は栄養指導のメニューを作成し、
作成されたメニューを当該端末装置に返送すると共にデ
ータサーバに保存することによって、遠隔地や在宅の患
者に対してもサービスの提供が可能になる。（請求項１
５）
【００１７】また、通信回線を介して接続されるＭＡＳ
Ｐと医療機関の端末装置間で医療情報を送受するための
システムであって、前記ＭＡＳＰは、医療機関内の個々
の患者及び又は複数の患者の診療、検査、投薬等のスケ
ジュールを作成し、作成されたメニューを当該端末装置
に返送すると共にデータサーバに保存することによっ
て、医療機関内における個々の患者の入院から、種々の
検査の日程及び手術及び治療に関するスケジュールを前
記ＭＡＳＰが決定する。（請求項１６）
【００１８】また、通信回線を介して接続されるメディ
カル・アプリケーション・サービス・プロバイダと医療
機関の端末装置間で医療情報を送受するためのシステム
であって、メディカル・アプリケーション・サービス・
プロバイダは、医療機関における生理検査システムある
いは電子カルテシステムの情報と医療用品あるいは薬剤
の消費情報との相関を分析して、医療用品あるいは薬剤
の在庫を管理維持することによって、適正在庫を管理・
維持し、適量の在庫追加指示情報を出すことができる。
（請求項１７）
【００１９】また、通信回線を介して接続されるＭＡＳ
Ｐと医療機関の端末装置間で医療用品の受発注情報を送
受するためのシステムであって、前記ＭＡＳＰは、医療
機関の端末装置からの医療用品の発注に応じて、当該医
療用品の在庫の有無の判断に基づいて、当該医療用品の
受注を確認するデータを当該医療機関の端末装置に送信
するようにして、医療支援システムとして構成されたシ
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ステムを、医療用品の受発注にも利用する 。（請求項
１８）
【００２０】また、前記医療用品の発送・納品に際し
て、医療用品毎にその製造時期、ロット番号、個別の製
造番号等をデータサーバに保存し、管理することによっ
て、医療用品の納品に際して、全ての医療用品の製造段
階からのデータを納入先毎データを整理して管理するこ
とによって、のちの利用に供することができる。（請求
項１９）
【００２１】また、前記ＭＡＳＰには、発注された医療
用品の数量または納期等に応じた価格設定機能が付加さ
れているので、発注を受けた段階で、請求する価格の決
定が一律に決定することが可能で、透明性のある価格決
定ができる。（請求項２０）
【００２２】また、通信回線を介して接続されるＭＡＳ
Ｐと営業所の端末装置間で医療用品の受発注情報を送受
するためのシステムであって、ＭＡＳＰは、営業所の端
末装置からの医療用品の発注に応じて、当該医療用品の
在庫の有無の判断に基づいて、当該医療用品の受注を確
認するデータを当該医療機関の端末装置に送信するよう
にして、この医療支援システムに参加していない医療機
関に対しても、営業所の担当者が、当該医療機関に出向
いて受注した医療用品の受発注業務を営業所端末装置を
用いて行うことができる。（請求項２１）
【００２３】また、通信回線を介して接続されるＭＡＳ
Ｐと他の販売会社の端末装置間で医療用品の受発注情報
を送受するためのシステムであって、前記ＭＡＳＰは、
他の系列の販売会社の端末装置からの医療用品の発注に
応じて、当該医療用品の在庫の有無の判断に基づいて、
当該医療用品の受注を確認するデータを当該他の系列の
販売会社の端末装置に送信することによって、他の系列
の医療用品製造会社からの医療用品の受発注に対しても
対応できる。（請求項２２）
【００２４】また、前記ＭＡＳＰには、発注された医療
用品の数量または納期等に応じた前記請求項１６とは異
なった価格設定機能を付加することによって、この医療
支援システムの使用の態様が異なるケースの場合には、
同一の医療用品であっても異なった価格せっていが可能
になっている。（請求項２３）
【００２５】また、通信回線を介して接続されるＭＡＳ
Ｐと医療機関の端末装置間で医療用品の受発注情報を送
受するためのシステムであって、ＭＡＳＰは、医療機関
の端末装置からの医療用品毎のユーザとしての意見を収
集できるようにして、個々の医療用品に対するユーザの
意見やクレームを収集して、バージョンアップの時の資
料にすることができる。（請求項２４）
【００２６】また、通信回線を介して接続されるＭＡＳ
Ｐと医療機関の端末装置間で医療用品の受発注情報を送
受するためのシステムであって、前記ＭＡＳＰは、医療
機関の端末装置に対して、医療用品毎の使用上の注意等
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を対応医療用品の送付先に通知することによって、人命
に関わることの多い医療用品の変更された使用上の注意
や最悪の場合の回収指令等を管理されている医療用品毎
の情報に基づいて該当医療機関に正確且つ迅速に送付す
ることができる。（請求項２５）
【００２７】また、通信回線を介して接続されるＭＡＳ
Ｐと医療機関の端末装置間で医療情報を送受するための
システムであって、前記ＭＡＳＰは、医療機関の端末装
置からの依頼に応じて、生理検査支援システム及び診療
支援システムに関する当該医療機関の使用料金を、患者
毎、検査対象毎、医療機関の診療科目毎、医療機関毎の
合計等に区分して、日、月、年毎に計算されたデータ及
び、それらのデータを円グラフ又は棒グラフ等に見やす
く処理して送付して当該医療機関の経営管理の支援を行
うことができる。（請求項２６）
【００２８】また、通信回線を介して接続されるＭＡＳ
Ｐと医療機関の端末装置間で医療情報を送受するための
システムであって、前記ＭＡＳＰは、データサーバの電
子カルテ情報を解析するとによって、特定の地域に集中
する病状の分布状況を把握したり、その病状の期間毎に
縮小または拡大していく状態を統計処理を行うことがで
きる。（請求項２７）
【００２９】また、前記ＭＡＳＰ、データサーバ、及び
端末装置にはそれぞれ固有のアドレスが付与することに
よって、各端末を容易に識別できる。（請求項２８）
また、前記医療機関において、さらに専用サーバを有
し、複数の医療用システムのうち少なくとも１つを前記
専用サーバから医療機関端末装置へ提供して、アプリケ
ーション・サービスを行うことによって、データ送信等
のシステムの負担を軽減することができる。（請求項２
９）
【００３０】前記ＭＡＳＰを、その担当する地域毎（例
えば、北海道、東北、関東、東京等）分けて複数個設け
ることによって、システムの使い勝手を良くする。（請
求項３０）
【００３１】前記ＭＡＳＰをその担当するサービスの種
類毎（生理検査支援システム、診療支援システム、医療
用品受発注システム、経営管理支援システム等）に分け
て複数個設けることによって、システムの使い勝手を良
くする。（請求項３１）
【００３２】前記ＭＡＳＰの少なくとも１つと前記デー
タサーバとを共用することによって、この医療支援シス
テムの規模に応じた設備投資で済む。（請求項３２）
【００３３】前記通信回線を介して送受される医療情報
に対して高度の暗号化処理を施こして、個人の秘密情報
を扱うシステムとして、秘密の漏洩防止に対処する。
（請求項３３）
【００３４】
【発明の実施の態様】以下、図面を用いて本発明の実施
の態様を説明する。図１において、１はデータサーバ、
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２はデータサーバとの組合せによって、顧客に対する種
々の医療支援サービスを実行するＭＡＳＰサーバであ
る。図１では、ＭＡＳＰが複数（６台）設けられている
が、システムの大きさによっては、1台でも良い。ま
た、ＭＡＳＰを複数台設ける場合には、各ＭＡＳＰサー
バをサービスを実施する地域毎に分割しても良いし、サ
ービスの内容毎に分割しても良い。
【００３５】前記ＭＡＳＰに搭載されているサービスの
種類は以下のとおりである。
・生理検査支援システム
・診療支援システム
・医療用品受発注システム
・経営管理支援システム
・統計処理システム
・その他
図２は、ＭＡＳＰサーバのシステム構造概略図を示し、
各システムの保有するデータは相互に入出力でき、ま
た、データサーバ１においてデータを共有することもで
きる。
【００３６】３は、前記ＭＡＳＰサーバと顧客である複
数の医療機関４、営業所５及び販売会社６とを結ぶ通信
回線であって、この通信回線は一般電話回線でも、有線
又は無線による専用回線でも良く、インターネット網を
も含むものである。４は、顧客である医療機関であっ
て、該医療機関には、ＭＡＳＰサーバのサービス内容に
対応した、生理検査支援端末装置4-4、医療用品受発注
端末装置4-2、診療支援端末装置4-3、経営管理支援端末
装置4-1及びその他の端末装置（図示せず）が設けられ
ている。
【００３７】また、前記生理検査用端末装置4-4には、
複数のセンサーを接続するための測定用モジュール4-5
が接続されており、該測定用モジュール4-5には、それ
ぞれ患者に装着されるセンサ・プローブ類4-6が接続さ
れる。前記測定用モジュール4-5としては、リアルタイ
ム心電図測定モジュール、ホルター心電計データ読み取
りモジュール、リアルタイム超音波測定モジュール、体
温・血圧・血液測定モジュール等がある。ここで、計測
モジュールは計測ユニットでも良い。また、内視鏡、Ｃ
Ｔ、ＭＲＩ等で検出された医療用画像処理データを前記
生理検査用端末装置4-4に接続し、ＭＡＳＰサーバで処
理させても良い。このような、生理検査システムを採用
することによって、多数の解析データと医師による判読
データの蓄積が１医療機関のみでなく多数の医療機関を
も含むものとして、データサーバ１に自動的に蓄積でき
るので、蓄積されたデータを種々のコンピュータによる
データ処理を施すことによって、より有効な新たな診断
に関する解析手法の開発も可能になる。この場合、個々
の患者の検出データ、解析データ等は個人のプライバシ
ーの問題があるので、その扱いには、氏名等を切り離し
て処理する等の慎重な扱いが必要になることは明らかで
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あり、医療機関の要望に沿うものである。
【００３８】５は、営業所端末装置であって、ＭＡＳＰ
サーバを運営する医療機器製造販売会社の営業所に設け
られている。該営業所端末では、通信回線にリンクされ
ていない医療機関からの医療用品の発注を、その営業所
の担当が当該医療機関から受注した後の処理が実行され
る。６は、販売会社端末装置であって、ＭＡＳＰサーバ
を運営する医療機器製造販売会社とは異なる販売会社に
設けられている。該販売会社端末装置では、通信回線に
リンクされていない医療機関からの医療用品の受注を受
けた販売会社からのＭＡＳＰに対する発注等の処理を実
行する。
【００３９】通信回線３を介して接続されるデータサー
バ１、ＭＡＳＰサーバ２、医療機関４内の各端末装置4-
1～4-4、営業所端末装置５及び販売会社端末装置６には
それぞれ、専用のアドレスが割り振られており、ＭＡＳ
Ｐサーバによって集中的に管理されている。なお、専用
のアドレスには、得意先コードを含ませても良い。ま
た、医療機関４に掛かる患者や在宅の患者にも個人パス
ワードが割り振られていて、各患者毎にＩＣカード又は
磁気カードを配布することによって個人の識別を行なっ
ている。特に、この種の医療システムにおいては、個人
のプライバシーを保護する必要が重要であると同時に、
患者相互間の誤認等は重大な医療ミスに繋がるので、シ
ステムの管理においては十分注意する必要がある。この
ため、通信回線を介して送受される医療情報に対して
は、高度の暗号化処理を施すことによって、例え、その
医療情報を傍受されても、その内容が部外者には漏れる
ことを無くして。個人のプライバシーにば万全の対応を
行う。
【００４０】図１では、ＭＡＳＰサーバを６台とデータ
サーバ１台を設けているが、システムの大きさに応じて
ＭＡＳＰサーバ及びデータサーバの数を可変できること
は明らかであって、場合によってはＭＡＳＰサーバ内に
データサーバの機能を持たせても良い。なお、前記医療
機関において、さらに専用サーバを有し、複数の医療用
システムのうち少なくとも１つを前記専用サーバから医
療機関端末装置へ提供して、アプリケーション・サービ
スを行うことによって、データ送信等のシステムの負担
を軽減することができる。
【００４１】また、図１では医療機関の端末として、サ
ービス内容に対応して別々の端末装置を有するように記
載しているが、１つの端末装置で複数のサービスを負担
させることも可能である。また、医療機関は全てのサー
ビスを一括して受ける必要は必ずしもなく、医療機関毎
に必要なサービスを選択して契約することが可能であ
る。なお、アプリケーションのサービス方式は、メディ
カル・アプリケーション・サービス・プロバイダにより
アプリケーションを前記医療機関端末装置において、ダ
ウンロードおよび実行させることによって、医療機関端
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末装置における使用頻度の高いアプリケーションの実行
を容易に行うことができる。
【００４２】以下、ＭＡＳＰサーバの実行するサービス
毎に詳細に説明する。
・生理検査支援システム
図１における生理検査端末装置4-4に接続されている測
定用モジュール4-5は、各医療機関に設置され、必要と
する検査毎に、測定用モジュールが用意される。
【００４３】前記測定用モジュール4-5からの読み取ら
れた検出データは、生理検査端末装置4-4から通信回線
３を介してＭＡＳＰサーバ２に伝送される。ＭＡＳＰサ
ーバ２で受信された、検出データは、生理検査支援シス
テムにおいて、リアルタイムで解析される。
【００４４】センサ・プローブ類4-6からの検出データ
が、心電図測定データの場合には、患者毎の測定データ
がＭＡＳＰサーバ２内の生理検査支援システムに送られ
る。そして、測定データは該生理検査システムにおける
心電図解析ソフトウエアによってリアルタイムで解析さ
れて、患者毎の不整脈の解析やＲ－Ｒトレントグラフが
作成され、該当医療機関に伝送される。
【００４５】また、センサ・プローブ類4-6からの検出
データが、心臓に対するリアルタイム超音波検査データ
の場合には、患者毎の測定データがＭＡＳＰサーバ２内
の生理検査支援システムにおける超音波解析ソフトウエ
アによってリアルタイムで解析されて、心臓の二次元画
像だけでなく三次元画像処理を施すことによって、患者
毎のリアルタイムの心臓容積解析や、心拍出量解析が行
われ、そのデータが該当医療機関に伝送される。
【００４６】この外にも、リアルタイムで測定するもの
としては、脳波、筋電図、呼吸、体温、血圧、血液検査
等種々の検査に適用できる。また、患者からの測定デー
タをリアルタイムで測定するに際して、ホルター心電図
の如く、患者が常に保持して心電図の計測を行うが、デ
ータの解析はリアルタイムではなく、適宜、読み出し装
置によって読み出して、バッチデータとして、生理検査
端末装置4-4からネットを介してＭＡＳＰサーバの送信
するようにしても良い。
【００４７】この例では、医療機関４に生理検査端末装
置4-4を設置するものを示したが、医療機関以外の自宅
等に生理検査端末装置を設置して、在宅で患者のリアル
タイム生理検査を行うことができることは明らかであ
る。
【００４８】この生理検査システムで処理することに要
したデータは、患者毎、検査対象毎、医療機関の診療科
目毎、医療機関の合計等に区分されて、日、月、年毎に
計算されて、データサーバー１に保存される。データサ
ーバー１では、検査に要した費用を適宜読み出して、患
者毎、検査対象毎、医療機関の診療科目毎、医療機関毎
の合計等に区分して、日、月、年毎に計算されたデータ
を付与して、医療機関４に費用の請求を通信回線３を介
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して行う。なお、データ処理料金・解析料金・保存管理
料金は、生体情報データの種類、データ処理量あるいは
使用時間、ストレージ量によってデータ処理料金が細か
く設定され、また、解析項目、解析データ量、解析バー
ジョン等に応じて細かく設定されている。
【００４９】これを受けた医療機関４では、生理検査に
要した費用の支払いを適宜行うとともに、送付された患
者毎の生理検査に要した費用の請求を行うための資料と
して用いることができる。
【００５０】また、医療機関４では、送付された前記患
者毎、検査対象毎、医療機関の診療科目毎、医療機関毎
の合計等に区分して、日、月、年毎に計算されたデータ
を、医療機関の診療科目毎又は医療機関全体での経営管
理等に使用するために、医療機関４内の前記経営管理端
末装置4-1にも保存されて利用される。
【００５１】このような、生理検査支援システムによる
生理検査を実行することのメリットとしては、医療機関
４には、生理検査用の測定用モジュール4-5を設けるだ
けで、高価な生理検査装置を導入する必要がなく、その
検査装置を操作・監視するオペレータの必要もなくな
る。したがって、医療機関４では、最新の高価な生理検
査装置を使用したサービスを検査毎の使用料のみの支払
によって行うことができる。
【００５２】また、ＭＡＳＰサーバ２側としては、多数
の医療機関と契約することによって、高価な生理検査装
置の利用率を高くすることができる。
【００５３】また、ＭＡＳＰサーバ２における解析とし
て、通常の検査データに対する解析のみでなく、患者か
らセンサ・プローブ類4-6が脱落したようなことも、デ
ータの受信ができなくなった等のことから判断できるの
で、そのことを医療機関の担当部署（看護婦室）等に連
絡できる保安的なサービスも行い得る。
【００５４】・診療支援システム
診療支援サービスは図における医療機関４の診療端末装
置4-3とＭＡＳＰサーバ内の診療支援システムとを通信
回線３を介して接続することによって達成されるサービ
スであって、以下のものがある。
・電子カルテ（レセコンと連携）
・運動療法・食事療法・栄養指導等の支援機能
・地域医療・遠隔医療・在宅医療等の支援機能
・医療計画支援機能（クリティカルパス等）
【００５５】次に上記診療支援サービスの詳細を説明す
る。
・電子カルテについて、カルテは医師が患者を診察・治
療した際に、その診察内容及び治療内容を書面に記入し
て保存するものである。カルテには、患者の診察の度に
その状況を書き込むため、１人患者でも長期間医療機関
にかかっている場合には相当量の分量になる。しかも、
同じ患者が複数の診療科目で受診している場合には、相
互の診療に伴う投薬の制限等が存在するためカルテの管
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理は書面の場合には相当の困難性を有している。したが
って、近年医療機関においては、カルテを電子化して、
その分量を減少させると共に、複数の診療科目間でも容
易にその貸借を可能にしている。
【００５６】この発明の診療支援サービスにおけるカル
テの電子化においては、医師が患者の診察・治療の度に
生じた記載事項を医療機関４の診療端末装置4-2から、
書誌的事項に従って入力することによって、通信回線３
を介してＭＡＳＰサーバ２の診療支援システムに送信し
て、データサーバ1内に保存する。このような形式を採
用することによって、医療機関４には、医療端末装置4-
2を設置するだけで、大型の情報処理装置の導入または
管理に掛かる経費とオペレータを省くことが可能にな
る。
【００５７】また、ＭＡＳＰサーバでは、前記電子カル
テに対して、前記生理検査支援システムにおいて、図２
に示すように、測定した患者の測定データ及びその解析
結果等を生理検査支援システムのデータから読み取り、
対応する患者の電子カルテにファイルすることができ
る。リアルタイムで測定される測定データや解析結果は
そのデータ量は膨大なものなるが、電子化して、データ
圧縮等を施すことによって、各患者の電子ファイルに容
易に保存できると共に、その後の利用も容易にできる。
【００５８】また、電子カルテの内容は、同一の医療機
関内の異なった診療科目の医師や全く異なった医療機関
の医師の要請によっても通信回線を介して容易に送付す
ることが可能である。
【００５９】・運動療法・食事療法・栄養指導等の支援
機能について、医療機関の患者に対する治療行為の中に
は、医師による手術や投薬行為のみ以外に、リハビリの
ための運動療法や、入院中の患者に対する食事療法及び
栄養指導等が行われている。このような患者に対する毎
日継続的に行われる事項は従来は、個々の患者の状態を
把握している医療機関の看護婦や栄養士がメニューを毎
日作成して行なっていたが、その負担は相当重いもので
ある。
【００６０】この発明の診療支援サービスにおける運動
療法・食事療法・栄養指導等支援機能においては、上記
の如く患者の毎日の状態を把握した電子カルテをデータ
サーバ内に保存しているので、医師・看護婦・栄養士等
の簡単な助言を受けるだけで、個々の患者に適応した運
動療法・食事療法・栄養指導等のメニューをＭＡＳＰサ
ーバにおいて作成して、各医療機関４の診療端末装置4-
3に送信することができる。
【００６１】ＭＡＳＰサーバにおいては、各患者毎の毎
日の個々の患者に適応した運動療法・食事療法・栄養指
導等のメニューを送信するとともに、その毎日の履歴と
患者のその後の状態とを合わせて判断することによっ
て、その後の判断の改良に用いることも可能である。ま
た、同様に生理検査システムと連動して統計的にその効



(9) 特開２００２－１３２９５７

10

20

30

40

50

15
果を判断し、指針を打ち出すことができる。
【００６２】医療機関４では、このサービスに伴う費用
をＭＡＳＰサーバからの請求に応じて患者毎に日、月、
年単位で計算されたものを支払うことになるが、従来の
ように各医療機関毎に同じサービスを行っていた場合に
比べて、その経費は大幅に軽減されるとともに、その時
代に最高のレベルでの毎日の個々の患者に適応した運動
療法・食事療法・栄養指導等のメニューを採用すること
ができる。さらに生理検査システム、電子カルテシステ
ムに連動させることにより、療法指導の効果評価や指針
の作成を支援する機能を持たせることもできる。
【００６３】・地域医療・遠隔医療・在宅医療等の支援
機能について、この発明の診療支援サービスにおける地
域医療・遠隔医療・在宅医療等の支援機能は、ＭＡＳＰ
サーバ２と医療機関４とを通信回線３を介して接続した
システムに、更に、遠隔地医療機関及び在宅の患者用の
診療端末装置を接続して構成する。
【００６４】該システムにおいて、遠隔医療及び在宅医
療は、遠隔地の医療機関に入院中の患者でその患者の病
気に対する専門の医師が存在しない場合や在宅の患者に
対して、ＭＡＳＰサーバが仲介となって、専門の医師の
存在する医療機関４とを結合して、患者の状態を医療機
関の専門の医師の指導の基に患者の治療を行うことがで
きる。
【００６５】その場合に、遠隔地の医療機関に入院中の
患者や在宅の患者に前記した、生理検査支援システムを
併用して、その測定結果を治療にあたる医師に測定した
各種データを生のまま、或いはＭＡＳＰで解析して伝え
ることも可能である。
【００６６】また、地域医療の支援としては、地域の医
療機関をシステムに加えることによって、地域の比較的
規模の小さい医療機関と都市部にある規模の大きい医療
機関との連携をＭＡＳＰサーバを仲介として行うことに
よって、全体として適切な医療機関の運営が行える。
【００６７】・医療計画支援機能（クリティカルパス
等）について、医療機関内における個々の患者の入院か
ら、種々の検査の日程及び手術及び治療に関するスケジ
ュールを決定することは単に１人の医師だけでは困難で
ある。特に、大きな規模の医療機関においては、患者の
数も多く、それに対応する医師の数も多くなる上、多く
の診療科目が共同して同じ検査システムを使用する場合
が多いので、医療機関内の全ての要素の時間的管理を行
って最適な順序管理を行う必要がある。
【００６８】この発明の医療計画支援システムにおいて
は、ＭＡＳＰサーバ内に線形計画法等の高度なシステム
設計を行うソフトウエアを備えることによって、各医療
機関の各種データを常に収集して、各患者の状況に最適
な治療スケジュールを作成して提供することが可能であ
る。その結果、限られた資源である検査装置や手術室等
を最大限に有効利用することが可能になる。また、生理
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検査システムと連動してその治療方針や効果を評価する
ことができる。特に、このシステムでは、複数の医療機
関と通信回線を介して結合されているので、必要に応じ
て、医師や、手術設備、検査装置等を異なった医療機関
同士で融通し合う計画を立てることも可能である。な
お、診療支援システムにおいても、それぞれの支援機能
アプリケーション毎、及びその使用時間に応じて、使用
料金が設定される。
【００６９】・医療用品受発注システム
この発明の医療用品受発注システムは、通信回線３を介
してＭＡＳＰサーバ２と接続された医療機関４との間
で、当該医療機関で必要とする医療用品の受発注を電子
的に行うものである。従来は、医療用品製造販売会社の
営業所の営業マンが、それぞれ担当の医療機関に出向い
て、必要とする医療用品の注文をとり、その注文を医療
用品製造販売会社の営業部門に連絡をとることによって
行われていた。
【００７０】この発明の医療用品受発注システムでは、
各医療機関４の医療用品受発注端末装置4-2には、その
医療機関の担当者が必要とする医療用品の商品名、希望
納期、数量等を入力する入力手段があり、その入力手段
によって入力することによって、直ちに、医療用品製造
販売会社のＭＡＳＰサーバの医療用品受発注システムに
そのデータが送付される。
【００７１】データサーバ１には在庫情報が管理されて
おり、この発注データを受けた医療用品受発注システム
では、データサーバ１にアクセスすることによって、発
注された医療用品の在庫が在るか否かを検索して、在庫
がない場合には、製造部門のシステムに直ちに製造指示
連絡をする。そして、発注された商品を直接搬送して提
供することにより、流通ルートを極力短直化し、流通コ
ストを下げる。また、医療用品の保管場所が複数の地域
に存在する場合には、発注のあった医療用品の送付先と
複数の保管場所の在庫の状態とを加味して最適の保管場
所から医療用品の送付ができるように調整する。例え
ば、各営業所に在庫がある場合には、その在庫情報は営
業所端末装置から入力することができ、入力された在庫
情報はデータサーバ１で一括管理される。そして、医療
機関から発注があった場合、医療用品受発注システムは
その医療機関へ商品を届けることができる地理的範囲に
ある営業所を選択して、保持するその営業所の在庫情報
から、受注できる営業所を選択し、その営業所端末装置
に対し、受注情報として納品指示を送信するようにする
こともできる。
【００７２】医療用品受発注システムにおいては、通
常、当該医療用品製造販売会社の全ての医療用品につい
て、その受発注の頻度等を考慮して、適正な在庫になる
ように製造部門との連絡を密にすることによって、管理
されている。
【００７３】また、医療用品受発注システムには、価格
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設定機能を有していて、各医療用品毎に、希望納期に応
じて、通常納期価格、緊急納期の割増し価格等を設定し
たり、各医療用品毎の受注数量に応じた割引価格等を設
定することによって、状況に応じて一律に価格決定を行
うことが可能である。このようなシステムにすることに
よって、透明性のある価格設定が可能になる。
【００７４】発注を受けた医療用品受発注システムで
は、在庫の確認をおこなった後、受注した医療用品名、
数量、納期、価格等を当該医療機関の医療用品受発注端
末装置4-2に送信する。これを受けた医療用品受発注端
末装置4-2では受信した発注情報を画面表示する。医療
機関では、発注内容の確認を行って、医療用品受発注端
末装置4-2から了承信号を医療用品受発注システムに送
信することによって、受発注業務を終了して、その受注
内容に応じた医療用品の搬送・納付する。
【００７５】上記の例では、各医療機関の担当者が医療
用品受発注端末装置から必要とする医療用品の発注を行
うルートとして説明したが、ＭＡＳＰサーバ側の医療用
品受発注システムで、医療機関での各商品の消費情報を
医療機関側の端末装置から、医療用品受発注システムに
常時あるいは定期的に送信することにより、各医療機関
毎の医療用品の在庫の管理を常時行い、在庫が所定数以
下になった時点で、ＭＡＳＰ側から各医療機関に在庫の
少なくなったという情報を医療用品受発注端末装置4-2
に送信し表示させ、医療用品切れが生じる前に発注の検
討を促すことができる。さらに、生理検査システム、電
子カルテシステムと連動することにより、特定病状の患
者数、その予定入院日数、その病床の検査項目およびそ
の件数等の情報を収集し、それに必要な医療用品、薬剤
等の消費情報との相関を分析し、今後の消費量を予測
し、その必要とされる消費量から、適正在庫を管理・維
持し、適量の在庫追加指示情報を出力することもでき
る。
【００７６】このように、医療用品の受発注を処理する
ことにより、誤発注を防止することができるとともに、
受発注に関わる人員を大幅に減少することが可能にな
る。また、このシステムで送受されるデータは全てＭＡ
ＳＰサーバまたはデータサーバに保存されるので、当該
データを種々の用途に利用できる。
【００７７】また、このシステムで使用される医療用品
はその製造段階におけるロットナンバー及び個々の製造
ナンバー等で管理され、どの医療用品がどの医療機関に
何時納入されたかが全てデータサーバに記録が保存され
るようになっている。したがって、各医療用品毎の使用
上の注意事項や不具合情報が納入された後に発生した場
合には、直ちに当該医療用品を納入した医療機関の全て
に通信回線を介して医療用品受発注端末装置4-2にその
情報を送信することが可能である。なお、薬剤を納入し
た場合に、その処方上の注意等を送信することも同様に
可能であり、これを電子カルテシステムに連動させて送
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信するとよい。
【００７８】医療用品のような、その使用の結果が人命
に関わることが多いものにおいては、個々の医療用品毎
の総合的な管理を行うことが必要であるが、このシステ
ムでは医療用品毎動きが全てデータサーバび保存されて
いるので、医療用品の管理を容易に確実に行うことがで
きる。
【００７９】また、各医療機関で使用した医療用品の使
い勝手や、クレーム等の情報を通信回線を介してＭＡＳ
Ｐサーバに送信してもらうことによって、医療用品の医
療機関側から判断した情報を収集することが可能で、次
の医療用品のバージョンアップに資することができる。
さらに、通信回線を介して複数の医療機関に対して新し
い医療用品のアナウンスを行うこともでき、通信回線を
介した医療用品の製造販売会社とユーザである医療機関
とのコミュニティー・フォラムを形成することができ
る。
【００８０】また、このシステムには、当該医療用品製
造販売会社の営業所端末装置５も接続されているので、
このシステムに直接参加していない医療機関に対して
も、営業所の担当者がその医療機関に出向いて受注した
ものを営業所端末装置から入力することによって、医療
機関４の医療用品受発注端末装置4-2から入力した場合
と同様に使用することができる。この場合の、価格設定
機能としては、システムの利用形態がことなっているの
で、営業所独自に通常のルートとは異なった割引率等を
設定することが可能である。
【００８１】さらに、このシステムには、当該医療用品
製造販売会社とは異なる販売会社の販売会社端末装置６
も接続されているので、その販売会社の担当者がこのシ
ステムに参加していない医療機関に出向いて受注したも
のを当該販売会社端末装置から入力することによって、
医療機関４の医療用品受発注端末装置4-2から入力した
場合と同様に使用することができる。この場合も、価格
設定機能としては、システムの利用形態がことなってい
るので、営業所独自に通常のルートとは異なった割引率
等を設定することが可能である。
【００８２】・経営管理支援システム
この発明の経営管理支援システムは、通信回線３を介し
てＭＡＳＰサーバ２と接続された医療機関４との間で、
当該医療機関で実施した生理検査システムの使用料、診
療支援システムの使用料及び当該医療機関が発注した医
療用品の販売価格等の情報が通知される。生理検査支援
システムの場合は、患者毎、検査対象毎、医療機関の診
療科目毎、医療機関毎の合計等に区分して、日、月、年
毎に計算されたデータ及び、それらのデータを円グラフ
又は棒グラフ、レ－ダーチャート等に見やすく処理し、
経営管理支援端末装置4-1に送信し画面表する。
【００８３】また、診療支援システムの場合は、各患者
毎の毎日の個々の患者に適応した運動療法・食事療法・
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栄養指導等のメニューに作成に要した料金を経営管理支
援システムに送信し、処理される。そして経営管理支援
端末装置4-1に送信し画面表示する。また、医療用品の
価格は医療機関の診療科目毎、月、年毎に区分下料金を
算出するとともに、価格の大きな検査装置の如き医療用
品の場合には、その装置の耐用年数に応じた原価消却の
値や次の装置の購入に要する費用の見積等を付加して当
該医療機関４の経営管理端末装置4-1に送信して、それ
ぞれの医療機関の経営管理の支援を行うことができる。
また、診療支援システムの電子カルテ情報から、その情
報を共有できる経営支援システムにより各日、週、月毎
または、その平均の①入院患者数、②外来患者数、③病
床利用率、そして④平均在院日数を算出し、経営管理支
援端末装置4-1に送信し画面表示させることもできる。
さらに、これら各支援システムのデータ処理により得ら
れる情報と損益状態の相関を経営支援システムにおいて
線形近似等の関数近似処理を行い、経理管理支援端末装
置4-1に送信し、表示させることもできる。これは、病
床利用率の向上や平均在院日数の短縮、診療機能の向上
により、損益状態・経営状態が改善するため、各情報の
損益への影響を逐次医療機関の運営人が把握でき、経営
に資するためでる。
【００８４】・統計処理システム
この発明の統計処理システムは、通信回線３を介してＭ
ＡＳＰサーバ２と接続された多数の医療機関４からの電
子カルテ情報を含む多量のデータをデータサーバ１に保
管しているので、統計処理システムは、多量に蓄積され
ている電子カルテ情報等を地域毎や期間毎、病名毎等の
種々の区分の仕方で区分して、解析を加えることによっ
て、特定の地域に集中する病状の分布状況を算出した
り、その病状の期間毎に縮小または拡大していく状態を
統計処理によって得ることが可能である。その解析か
ら、特定の地域にどのような専門分野の医師が、どの程
度必要であるかということも推測できる。
【００８５】また、特定の病気に対する薬品や医療機器
がどのように必要になるかをも推測できるので、医療用
品製造会社にとって、医療用品の製造計画を立てる上で
有益である。
【００８６】
【発明の効果】請求項１に記載の発明では、通信回線を
介して接続されるＭＡＳＰと医療機関の端末装置間で医
療情報を送受するためのシステムであって、前記ＭＡＳ
Ｐは、医療機関の端末装置からの依頼に応じて医療デー
タの処理を実行し、その処理結果を医療機関の端末装置
に返送することによって、医療機関では、多額の経費を
必要とする装置の導入なしに先端的な医療サービスを行
うことができる。
【００８７】また、請求項２に記載の発明では、医療機
関の端末装置からの解析を依頼する医療データとして、
当該医療機関の患者が常に携帯しているホルター心電図
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のデータを医療機関又はＭＡＳＰ内に設けられる読取り
装置で定期的に読み出したバッチデータ検出信号とする
ことによって、データ解析を容易に行うことができる。
【００８８】また、請求項３に記載の発明では、医療機
関の端末装置からの解析を依頼する医療データとして、
当該医療機関の患者に取付けられたセンサで検出された
検査項目毎の患者のリアルタイム検出信号とすることに
よって、リアルタイムの検出データの解析を少ない費用
で行うことができる。また、請求項４に記載の発明で
は、医療機関の端末からの医療データは、当該医療機関
に設置された装置で検出された医療用画像処理データと
することによって、画像データとして送信することがで
きる。また、請求項５に記載の発明では、アプリケーシ
ョンのサービス方式は、メディカル・アプリケーション
・サービス・プロバイダによりアプリケーションを前記
医療機関端末装置において、ダウンロードおよび実行さ
せることによって、医療機関端末装置におけるアプリケ
ーションの実行を容易に行うことができる。
【００８９】また、請求項６に記載の発明では、依頼さ
れた生理検査の検出データはを前記ＭＡＳＰにて処理あ
るいは解析、保存管理し、その処理料金あるいは保存管
理料金が解析・保存管理項目毎に、前記医療機関に請求
するので、医療機関では、巨額の設備投資を必要とする
検査装置の導入なしに、患者に取付けるセンサ部分のみ
の小さい投資で、最先端の検査装置を導入したのと同じ
効果が得られる。
【００９０】また、請求項７に記載の発明では、患者に
取付けて検出されるリアルタイム検出信号としては、心
電図測定信号とすることによって、この生理検査支援シ
ステムの長所を活かしてシステム運営が可能になる。
【００９１】また、請求項８に記載の発明では、前記心
電図測定信号を前記ＭＡＳＰにおいて、不整脈解析、心
拍変動解析、周波数解析等するに際して、最先端の解析
のソフトウエアを用いて、それぞれの患者の状況にあっ
た、判断を医師等が行う。このシステムを導入した医療
機関では、経費及び人員の負担が軽くなる。
【００９２】また、請求項９に記載の発明では、患者に
取付けて検出されるリアルタイム検出信号として、超音
波検査信号とすることによって、生理検査支援システム
の長所を活かしたシステムとすることができる。
【００９３】また、請求項１０に記載の発明では、心臓
に対する超音波検査信号を前記ＭＡＳＰにおいて、前記
超音波測定信号から三次元画像処理を行って、心臓容積
解析又は心拍出量解析をするに際して、最先端の解析の
ソフトウエアを用いて、それぞれの患者の状況にあっ
た、判断を医師等が行う。そのため、高価な装置を導入
することなく、高度な解析データを得ることが可能にな
る。
【００９４】また、請求項１１に記載の発明では、患者
に取付けて検出されるリアルタイム検出信号として、長
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時間にわたって検出する必要がある、脳波信号、呼吸関
連信号、筋電図信号、体温、血圧及び血液検査の内の少
なくとも１つのデータとする場合にも、生理検査支援シ
ステムの長所を活かすことができる。
【００９５】また、請求項１２に記載の発明では、前記
ＭＡＳＰで解析された解析結果が電子カルテにファイリ
ングされてデータサーバに保存することによって、膨大
な情報量である検査結果を電子化することによってその
扱いを容易にでき、かつ、その保存に際してはデータ圧
縮等の処理を施して、容易に電子ファイルにファイリン
グしているので、当該データを後に利用する可能性のあ
るデータの管理が容易になる。
【００９６】また、請求項１３に記載の発明では、通信
回線を介して接続される前記ＭＡＳＰと医療機関の端末
装置間で医療情報を送受するためのシステムであって、
前記ＭＡＳＰは、医療機関の端末装置からの医師の依頼
に応じて電子カルテを作成し、その電子カルテを端末装
置に返送すると共にデータサーバに保存することによっ
て、上記の如き生理検査データのファイリングに適した
ものにできると共に、カルテをたの場所（同じ医療機関
の他の医師や他の医療機関の医師）への移動が簡単にな
ると共に、カルテの内容が電子化されているために、カ
ルテの記載内容の検索等が容易になって、カルテとして
の利用価値が上がる。
【００９７】また、請求項１４に記載の発明では、通信
回線を介して接続される前記ＭＡＳＰと医療機関の端末
装置間で医療情報を送受するためのシステムであって、
前記ＭＡＳＰは、医療機関の端末装置からの依頼に応じ
て、当該医療機関の患者毎の運動療法、食事療法又は栄
養指導のメニューを作成し、作成されたメニューを端末
装置に返送すると共にデータサーバに保存するようにし
て、患者毎に、医療機関の看護婦や栄養士が行っていた
業務を軽減することが可能になる。
【００９８】また、請求項１５に記載の発明では、通信
回線を介して接続される前記ＭＡＳＰと遠隔地の医療機
関の端末装置及び又は患者の自宅の端末装置間で医療情
報を送受するためのシステムであって、前記ＭＡＳＰ
は、遠隔地の医療機関及び又は患者の自宅の端末装置に
対して、医師の指導の基に、患者毎の運動療法、食事療
法又は栄養指導のメニューを作成し、作成されたメニュ
ーを当該端末装置に返送すると共にデータサーバに保存
することによって、遠隔地や在宅の患者にたいしても大
都市の医療機関にいる患者と同様のサービスの提供が可
能になる。
【００９９】また、請求項１６に記載の発明では、通信
回線を介して接続される前記ＭＡＳＰと医療機関の端末
装置間で医療情報を送受するためのシステムであって、
前記ＭＡＳＰは、医療機関内の個々の患者及び又は複数
の患者の診療、検査、投薬等のスケジュールを作成し、
作成されたメニューを当該端末装置に返送すると共にデ
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ータサーバに保存することによって、医療機関内におけ
る個々の患者の入院から、種々の検査の日程及び手術及
び治療に関するスケジュールを前記ＭＡＳＰが決定して
提供するで、医療機関の負担が軽減されると共に、複数
の医療科目が共同して使用する検査装置や手術室等の資
源を最適に利用することができる。
【０１００】また、請求項１７に記載の発明では、通信
回線を介して接続されるメディカル・アプリケーション
・サービス・プロバイダと医療機関の端末装置間で医療
情報を送受するためのシステムであって、メディカル・
アプリケーション・サービス・プロバイダは、医療機関
における生理検査システムあるいは電子カルテシステム
の情報と医療用品あるいは薬剤の消費情報との相関を分
析して、医療用品あるいは薬剤の在庫を管理維持するこ
とによって、適正在庫を管理・維持し、適量の在庫追加
指示情報を出すことができる。
【０１０１】また、請求項１８に記載の発明では、通信
回線を介して接続される前記ＭＡＳＰと医療機関の端末
装置間で医療用品の受発注情報を送受するためのシステ
ムであって、前記ＭＡＳＰは、医療機関の端末装置から
の医療用品の発注に応じて、当該医療用品の在庫の有無
の判断に基づいて、当該医療用品の受注を確認するデー
タを当該医療機関の端末装置に送信するようにして、医
療支援システムとして構成されたシステムを、医療用品
の受発注にも利用することによって、システムの有功利
用が可能になる。また、医療支援サービスを実施する前
記ＭＡＳＰを医療用品製造販売会社が運営する場合に
は、よりシステムおよびデータの利用効率が高くなる。
【０１０２】また、請求項１９に記載の発明では、前記
医療用品の発送・納品に際して、医療用品毎にその製造
時期、ロット番号、個別の製造番号等をデータサーバに
保存し、管理することによって、医療用品の納品に際し
て、全ての医療用品の製造段階からのデータを納入先毎
データを整理して管理することによって、医療用品の販
売のみでなく、診療支援サービス等にも、そのデータの
利用が可能になる。
【０１０３】また、請求項２０に記載の発明では、前記
ＭＡＳＰには、発注された医療用品の数量または納期等
に応じた価格設定機能が付加されているので、発注を受
けた段階で、担当者の判断を待たずに、請求する価格の
決定が一律に決定することが可能で、透明性のある価格
決定ができる。
【０１０４】また、請求項２１に記載の発明では、通信
回線を介して接続される前記ＭＡＳＰと営業所の端末装
置間で医療用品の受発注情報を送受するためのシステム
であって、ＭＡＳＰは、営業所の端末装置からの医療用
品の発注に応じて、当該医療用品の在庫の有無の判断に
基づいて、当該医療用品の受注を確認するデータを当該
医療機関の端末装置に送信するようにして、この医療支
援システムに参加していない医療機関に対しても、営業
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所の担当者が、当該医療機関に出向いて受注した医療用
品の受発注業務を営業所端末装置を用いて行うことがで
きるので、従来の営業所の運営形式を包含した形でシス
テムの運営を行うことが可能になる。
【０１０５】また、請求項２２に記載した発明では、通
信回線を介して接続される前記ＭＡＳＰと他の販売会社
の端末装置間で医療用品の受発注情報を送受するための
システムであって、前記ＭＡＳＰは、他の系列の販売会
社の端末装置からの医療用品の発注に応じて、当該医療
用品の在庫の有無の判断に基づいて、当該医療用品の受
注を確認するデータを当該他の系列の販売会社の端末装
置に送信することによって、他の系列の医療用品製造会
社からの医療用品の受発注に対しても対応できるので、
現状の販売ルートをも加味したシステムの冗長製を高め
ることが可能になる。
【０１０６】また、請求項２３に記載の発明では、前記
ＭＡＳＰには、発注された医療用品の数量または納期等
に応じた前記請求項１６とは異なった価格設定機能を付
加することによって、この医療支援システムの使用の態
様が異なるケースの場合には、同一の医療用品であって
も異なった価格設定を可能にすることによって、状況に
合致した価格決定ができる。
【０１０７】また、請求項２４に記載の発明では、通信
回線を介して接続される前記ＭＡＳＰと医療機関の端末
装置間で医療用品の受発注情報を送受するためのシステ
ムであって、前記ＭＡＳＰは、医療機関の端末装置から
の医療用品毎のユーザとしての意見を収集できるように
して、このシステムをネット上のコミュニティーフォラ
ムとして形成できるので、個々の医療用品に対するユー
ザの意見やクレームが収集かのうになり、当該医療用品
のバージョンアップの時の資料にすることができる。
【０１０８】また、請求項２５に記載の発明では、通信
回線を介して接続される前記ＭＡＳＰと医療機関の端末
装置間で医療用品の受発注情報を送受するためのシステ
ムであって、前記ＭＡＳＰは、医療機関の端末装置に対
して、医療用品毎の使用上の注意等を対応医療用品の送
付先に通知することによって、人命に関わることの多い
医療用品の変更された使用上の注意や最悪の場合の回収
指令等を管理されている医療用品毎の情報に基づいて該
当医療機関に正確且つ迅速に送付することができる。
【０１０９】また、請求項２６に記載の発明では、通信
回線を介して接続される前記ＭＡＳＰと医療機関の端末
装置間で医療情報を送受するためのシステムであって、
前記ＭＡＳＰは、医療機関の端末装置からの依頼に応じ
て、生理検査支援システム及び診療支援システムに関す
る当該医療機関の使用料金を、患者毎、検査対象毎、医
療機関の診療科目毎、医療機関毎の合計等に区分して、
日、月、年毎に計算されたデータ及び、それらのデータ
を円グラフ又は棒グラフ等に見やすく処理して送付して
当該医療機関の経営管理の支援を行うことができる。 *
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*【０１１０】また、請求項２７に記載の発明では、通信
回線を介して接続される前記ＭＡＳＰと医療機関の端末
装置間で医療情報を送受するためのシステムであって、
ぜんきＭＡＳＰは、データサーバの電子カルテ情報を解
析するとによって、特定の地域に集中する病状の分布状
況を把握したり、その病状の期間毎に縮小または拡大し
ていく状態を統計処理を行うことができ、当該病状に対
応する医療用品や薬品の製造計画にも役立つとともに、
その地域に必要な専門の医師の数を把握することも可能
になる。
【０１１１】また、請求項２８に記載の発明では、前記
ＭＡＳＰ及びそれぞれの端末装置には固有のアドレスが
付与することによって、各端末を容易に識別できる。ま
た、請求項２９に記載の発明では、前記医療機関におい
て、さらに専用サーバを有し、複数の医療用システムの
うち少なくとも１つを前記専用サーバから医療機関端末
装置へ提供して、アプリケーション・サービスを行うこ
とによって、データ送信等のシステムの負担を軽減する
ことができる。
【０１１２】また、請求項３０に記載の発明では、前記
ＭＡＳＰを、その担当する地域毎（例えば、北海道、東
北、関東、東京等）分けて複数個設けることによって、
システムの使い勝手を良くすることができる。
【０１１３】また、請求項３１に記載の発明では、前記
ＭＡＳＰをその担当するサービスの種類毎（生理検査支
援システム、診療支援システム、医療用品受発注システ
ム、経営管理支援システム等）に分けて複数個設けるこ
とによって、システムの使い勝手を良くすることができ
る。
【０１１４】また、請求項３２に記載の発明では、前記
ＭＡＳＰの少なくとも１つと前記データサーバとを共用
することによって、この医療支援システムの規模に応じ
た初期設備投資で済ませて、システムの規模が大きくな
った時点で、独立したデータサーバを設けることが可能
である。
【０１１５】また、請求項３３に記載の発明では、前記
通信回線を介して送受される医療情報に対して高度の暗
号化処理を施こして、個人の秘密情報を扱うシステムと
して、秘密の漏洩防止に対処して、個人のプライバシー
の保護を図る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のシステム構成を示す図であある。
【図２】図２は、ＭＡＳＰサーバのシステム構造概略図
を示す図である。
【符号の説明】
１            データサーバ
２            ＭＡＳＰサーバ
３            通信回線
４            医療機関
4-1            経営管理端末装置
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4-2            医療用品受発注端末装置
4-3            診療支援端末装置
4-4            生理検査端末装置
4-5            測定用モジュール *
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*4-6            センサ・プローブ類
５            営業所端末装置
６            販売会社端末装置

【図１】

【図２】
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